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議席番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

柳
村　
　

一

相
原　

孝
彦

工
藤　

勝
則

佐
藤
美
喜
子

川
原　
　

清

桜
井　

博
義

武
田　
　

哲

熊
谷　

初
男

佐
藤　

澄
子

日
向　

清
一

遠
藤　

秀
鬼

高
橋　

盛
佳

武
田　

猛
見

西
村　
　

繁

黒
沢　

明
夫

角
掛　

邦
彦

高
橋　
　

寿

長
内　

信
平

斉
藤　

健
二

山
谷　
　

仁

評
決
議
員
数

賛
成
票
数

反
対
票
数

議 案 第 1 号 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ － 19 18 1

議 案 第 14 号 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － 19 18 1

【12 月　議会議員出欠表】

　

第
10
回

24
年
12
月
定
例
会
は
、
５

日
か
ら
14
日
ま
で
の
日
程

で
開
催
さ
れ
、
議
員
提
出

議
案
１
件
、
村
長
提
案
の

一
般
会
計
補
正
予
算
、
条

例
の
制
定
、
一
部
改
正
、
滝

沢
村
を
滝
沢
市
と
す
る
こ

と
に
つ
い
て
な
ど
15
議
案
、

選
挙
管
理
委
員
会
委
員
及

び
補
充
員
の
選
挙
、
教
育

委
員
会
委
員
の
同
意
な
ど

を
可
決
し
ま
し
た
。

　

一
般
質
問
は
12
人
の
議

員
が
、
市
制
移
行
、
一
人
一

ス
ポ
ー
ツ
立
村
で
健
康
づ

く
り
、
第
71
回
国
民
体
育

大
会
の
対
応
、
25
年
度
予

算
編
成
な
ど
各
分
野
に
わ

た
っ
て
質
問
し
ま
し
た
。

12月定例会

議
案
第
１
号
か
ら
第
８
号

（
Ｐ
６
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。）

第
９
号  
滝
沢
村
道
の
構
造
の
技
術
的

基
準
等
を
定
め
る
条
例
を
制
定
す
る
こ

と
に
つ
い
て

内
容  

法
律
※
の
整
備
に
関
す
る
法
律

の
施
行
に
よ
り
、道
路
法
及
び
高
齢
者
、

障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進

に
関
す
る
法
律
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
滝
沢
村
道
の
構
造
の
技
術
的
基

準
等
を
定
め
る
条
例
を
制
定
す
る
も
の

で
す
。

議
案
第
10
号  

滝
沢
村
河
川
管
理
施
設

等
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る
条

例
を
制
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て

内
容  

法
律
※
の
整
備
に
関
す
る
法
律

の
施
行
に
よ
り
、
河
川
法
が
改
正
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
滝
沢
村
河
川
管
理
施

設
等
の
構
造
の
技
術
的
基
準
を
定
め
る

条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
11
号  

滝
沢
村
布
設
工
事
監
督

者
及
び
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格
等
に

関
す
る
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
に
つ
い

て内
容  

法
律
※
の
施
行
に
よ
り
、
水
道

法
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
滝
沢

村
布
設
工
事
監
督
者
及
び
水
道
技
術
管

理
者
の
資
格
等
に
関
す
る
条
例
を
制
定

す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
12
号  

滝
沢
村
税
条
例
等
の
一

部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て

内
容  
地
方
税
法
及
び
国
有
資
産
等
所

在
市
町
村
交
付
金
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律（
平
成
24
年
法
律
第
17
号
）
が

24
年
３
月
31
日
に
公
布
さ
れ
た
こ
と
な

ど
に
伴
い
、
滝
沢
村
税
条
例
等
の
一
部

を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
13
号  

滝
沢
村
下
水
道
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

内
容  

法
律
※
の
整
備
に
関
す
る
法
律

の
施
行
に
よ
り
、
下
水
道
法
及
び
下
水

道
法
施
行
令
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
な
ど

に
伴
い
、
滝
沢
村
下
水
道
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

議
案
第
14
号  

滝
沢
村
営
住
宅
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て

内
容  

法
律
※
の
整
備
に
関
す
る
法
律

の
施
行
に
よ
り
、
公
営
住
宅
法
が
改
正

さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
滝
沢
村
営
住
宅

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

補
正
予
算

主
な
条
例
改
正

そ
の
他
の
議
案

議
案
第
15
号  

滝
沢
村
を
滝
沢
市
と
す

る
こ
と
に
つ
い
て

内
容  

地
方
自
治
法
及
び
岩
手
県
条
例

に
規
定
さ
れ
る
市
制
を
施
行
す
る
た
め

に
必
要
な
す
べ
て
の
要
件
を
備
え
て
い

る
こ
と
か
ら
、
地
方
自
治
法
第
８
条
第

３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
滝
沢
村
を
滝

沢
市
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
岩
手
県
知

事
に
申
請
す
る
た
め
議
会
の
議
決
を
求

め
る
も
の
で
す
。

承
認
第
１
号  

平
成
24
年
度
滝
沢
村
一

般
会
計
補
正
予
算（
第
５
号
）
の
専
決

処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

内
容  

歳
入
歳
出
に
１
７
４
３
万
２
千

円
を
追
加
し
、
予
算
総
額
を

１
５
８
億
２
９
４
２
万
９
千
円
と
す
る

補
正
予
算
を
11
月
16
日
に
専
決
処
分
し

た
た
め
議
会
の
承
認
を
求
め
よ
う
と
す

る
も
の
で
す
。

同
意
第
１
号  

滝
沢
村
教
育
委
員
会
委

員
の
任
命
に
つ
き
同
意
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て

内
容  

滝
沢
村
教
育
委
員
会
委
員

で
あ
る
佐
藤　

泰
美
氏
が
、
平
成
25

年
２
月
20
日
で
任
期
が
満
了
と
な
る
た

め
、
菱　

美
貴
子
氏
を
任
命
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
す
。

選
挙
第
１
号  

滝
沢
村
選
挙
管
理
委
員

会
委
員
の
選
挙（
Ｐ
15
参
照
）

内
容  

平
成
24
年
12
月
24
日
で
任
期
満

了
と
な
る
た
め
、
議
会
で
選
挙
す
る
も

の
で
す
。

選
挙
第
２
号  

滝
沢
村
選
挙
管
理
委
員

会
委
員
補
充
員
の
選
挙（
Ｐ
15
参
照
）

内
容  

平
成
24
年
12
月
24
日
で
任
期
満

了
と
な
る
た
め
、
議
会
で
選
挙
す
る
も

の
で
す
。

発
議
第
１
号  

滝
沢
村
議
会
の
政
務
調

査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

内
容  

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
政
務
調
査
費
の
名
称
を「
政
務
活

動
費
」に
、
交
付
目
的
を「
議
会
の
議
員

の
調
査
研
究
そ
の
他
の
活
動
に
資
す
る

た
め
」
に
改
め
、
政
務
活
動
費
に
充
て

る
こ
と
の
で
き
る
経
費
の
範
囲
を
条
例

で
定
め
る
こ
と
、
ま
た
、
政
務
活
動
費

に
つ
い
て
、
議
長
は
、
そ
の
使
途
の
透

明
性
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
を
定
め
る

た
め
、
滝
沢
村
議
会
の
政
務
調
査
費
の

交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
も
の
で
す
。

【 人　事 】

【 賛否が分かれた案件 】

○教育委員会委員

菱
ひ し

　　美
み

 貴
き

 子
こ

 氏（41歳）
　　　　　　　　　　新任

任期：平成25年2月21日
　　　から4年間

同意第1号

欠席者なし

※
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高

め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る

た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す

る
法
律

字
句
の
注
記

〜
審
議
し
た
内
容
〜

こ
の
よ
う
に
決
ま
り
ま
し
た
。


